
（10）私⽴⼤学等経常費補助⾦（定員割れ私⽴⼤学の経営改善の取組等）
私⽴学校振興費ほか項

⼀般会計会計⽂部科学本省組織⽂部科学省府省名
私⽴⼤学等経常費補助⾦ほか⽬

本省調査調査主体令和６年度︓297,800百万円 ほか
（参考 令和７年度︓297,900百万円）調査対象予算額

①調査事案の概要
【背景】

⽇本の18歳⼈⼝は平成元年（198万⼈）から約35年間で約５割（約90万⼈）減少したが、⼀⽅で⼤学数は⼤幅に増加した（平成元年︓499校→令和６年︓813校）。学⽣数は増
加（同193万⼈→263万⼈）し⼤学進学率が向上（同25％→59％）しているにもかかわらず、私⽴⼤学全体の⼊学定員充⾜率は⾜もとでは100％を下回り、約６割の私⽴⼤学が学⽣
から選ばれず定員割れを起こしている状況であり【図１】、多くの私⽴⼤学で経営状況や教育の質が悪化している懸念がある。

こうした状況の中で、⾼等教育全体での規模の適正化は急務であり、国の制度や⽀援の在り⽅を⾒直すことで、私⽴⼤学及び私⽴短期⼤学（以下「私⼤」という。）の縮⼩・統
合・撤退等を促進する必要がある。
【補助⾦の概要】

⽂部科学省は、私⼤等に対して、⽇本私⽴学校振興・共済事業団を経由して私学助成（本総括調査票では「私⽴⼤学等経常費補助⾦」を指す。以下同じ。）を交付している。私学
助成の⼤宗は、教員・学⽣の単価等から補助額を機械的に算定した上で、定員充⾜率や教育の質等の評価に応じて傾斜配分する⼀般補助からなっており、特定のテーマに沿って改⾰
の取組を⾏う学校に配分される特別補助とあわせ、令和６年度当初予算においては計2,978億円が措置されている【図２】。
【調査の概要】

私⽴⼤学（625校）・私⽴短期⼤学（284校）に対してアンケート調査を実施し（※）、各私⼤において戦略的な経営判断に向けた検討がなされているか、またそうした判断・検
討を⾏うに当たってどのような課題を抱えているか、私学助成の配分が教育の質を反映するものとなっているかといった点について検証を⾏った。また、教育の質の評価の状況につ
いて補助的調査を⾏うため、認証評価機関５団体に対してアンケート調査を実施した。
（※）回答率86%（調査対象校数909校、回答校数778校）、調査対象年度は平成27年度〜令和６年度
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（出所）総務省「⼈⼝推計」、⽇本私⽴学校振興・共済事業団「令和６（2024）年度私⽴⼤学・短期⼤学等⼊学志望動向」
（注）18歳⼈⼝は、各年10⽉１⽇時点。⼊学定員充⾜率は、⼊学者数／⼊学定員。定員割れ⼤学は、⼊学定員充⾜率が100％未満の⼤学。

【図１】18歳⼈⼝と私⽴⼤学⼊学定員充⾜率の推移
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【図２】私⽴⼤学等経常費補助⾦の推移

（注）⾼等教育の修学⽀援新制度の対象者の授業料等減免分（私⽴）として、令和２年度1,942億円、令和３年度1,892億円、
令和４年度2,072億円、令和５年度2,065億円、 令和６年度2,208億円、令和７年度3,633億円を別途措置している。

（％） （千⼈）（億円）
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③調査結果及びその分析

令和２年度における定員充⾜率が90%未満となっている私⼤253校のうち、
令和２年度〜令和６年度の間に経営改善に向けた計画を策定した私⼤は215校
（85%）存在する【図３】。うち173校（80%）は定員充⾜率や学⽣数を、
135校（63%）は経営状況に関する指標をKPIとして設定している（複数回答
可）。

⼀⽅で、令和６年度に定員充⾜率が改善し、90%以上となった私⼤は21校
（10%）にとどまっており、令和５年度の収⽀が令和元年度と⽐べて改善した
私⼤も75校（37%）にとどまっている。

令和２年度に⽐して令和６年度の学⽣数が減少した私⼤518校のうち、学⽣
数の減少割合ほど教員数が減少していない⼜はむしろ増加している私⼤は451
校（87%）（うち317校（70％）は令和６年度の定員充⾜率が90％未満）あ
り、多くの私⼤において学⽣数の実態に応じた教員数の合理化が進んでいない
【図５】。

これらの私⼤においては、結果的にST⽐は向上したものの、意図した体制変
化というよりは、単に学⽣数が減少したことによるものである可能性が⾼く、
教育の質の向上につながっているか疑問である。

また、教員数の合理化を進める上での課題については、「教職員への説明
（248校）」、「雇⽤計画の性質上、ただちに教員数の合理化することが困難
（204校）」という回答が多かった（n＝342、複数回答可）。

（10）私⽴⼤学等経常費補助⾦（定員割れ私⽴⼤学の経営改善の取組等）

②調査の視点

定員割れ⼤学は年々増加し、⾜下
では約６割の私⽴⼤学が学⽣から選
ばれず定員割れを起こしているが、
各校において経営改善に向けた取組
は⼗分になされているか。

私学助成では、主に教員数に⽐例
する形で各私⼤等への交付額が決定
され、また、教員１⼈当たりの学⽣
数（以下「ST⽐」という。）が少な
い私⼤等ほど交付額を増加させる仕
組みとなっている。

多くの私⼤において学⽣数が減少
する⼀⽅で、私⽴⼤学全体での教員
数は増加傾向にある【図４】。教員
数も合理化を図るべきであり、現⾏
の算定⽅法は適切か。また、各私⼤
において教員数の合理化が実際に⾏
われているか。教員数の合理化が進
んでいない場合、その原因は何か。

④今後の改善点・検討の⽅向性

計画上は、定員数の⾒直し等により、定
員充⾜率や収⽀の改善を図ることとしてい
る私⼤が多いが、実際の成果に結び付いて
いない状況である。

令和８年度以降、収容定員充⾜率や経営
状況等が⼀定の基準に該当する私⼤等につ
いて、「経営改善計画」の策定を交付要件
化することとしているが、この計画におい
ては、定員充⾜率や財務状況等をKPIとし
て設定した上で、改善が⾒られない場合は
ディスインセンティブを付すことで、統合
や撤退等の抜本的な経営判断を促すべきで
ある。

学⽣数が減少している私⼤の多くでは教
員数の合理化が進んでおらず、結果的にST
⽐が向上している実態があることを踏まえ
ると、現⾏の私学助成の配分⽅法では、学
⽣数が減少している私⼤により多くの額が
交付されやすい仕組みとなっている。
 教員数の合理化を促進する上でも、教員
数やST⽐に基づく現在の配分⽅法を⾒直し
た上で、学⽣数の実態に応じた配分となる
よう改めるべきである。
 また、教員数の合理化を進めるに当たっ
ての課題として挙げられている教職員への
説明や雇⽤契約との関係等について、課題
を整理して対応⽅策を周知すること等によ
り、私⼤の経営改善を後押しすべきである。
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【図３】計画に盛り込まれている具体的な項⽬の例（n=215）
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【図５】学⽣数が減少した私⼤における教員数の変化割合（n=518）【図４】教員数の推移（私⽴⼤学）
113,497

（出所） 「学校教員統計調査」
（注） 「本務教員数」に加え、「兼務教員数」も、授業時間に
応じ、フルタイム換算して加算。
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④今後の改善点・検討の⽅向性

（１）定員縮⼩
 定員数引下げのインセンティブとして、制
度的誘導による効果は⼤きいことが改めて確
認されたことから、私学助成の定員割れ⼤学
へのディスインセンティブ等による定員数引
下げの促進が必要である。
 ⼀⽅、定員数引下げを⾏っているにもかか
わらず、定員充⾜率の改善に⼗分につながっ
ていない私⼤が多いことから、⽂部科学省に
おいて、好事例の収集等により、学⽣数の⾒
積りや教員数との⼀体的な合理化など、定員
数引下げに当たって留意すべき点について整
理した上で対応⽅策を周知すること等により、
適正な定員引下げを促進すべき。
 また、規制⾯の課題も挙げられていること
から、⼀旦定員数を引下げた後、学⽣数が回
復した場合に、定員数を元に戻すことを容易
にするよう制度の合理化を⾏うべきである。

（２）統合
 統合に向けた検討を⾏うに当たって、適切
な相⼿先の選定のハードルが⾼くなっている
ことから、⽂部科学省や⽇本私⽴学校振興・
共済事業団において、特に「経営改善計画」
を策定する私⼤における統合の検討状況を把
握し、マッチング等を⾏うことで、統合に向
けた検討を促すべきである。

また、統合を進める際のノウハウを整理し
た上で周知するほか、さらに、統合に当たっ
て障壁となっている制度について、統合時に
は⼀時的に合理化するなどの取組が必要であ
る。

③調査結果及びその分析

（１）定員縮⼩
過去10年間で定員充⾜率が90％未満の年度があった私⼤498校のうち、約８

割については、定員数を実際に引下げたか、または検討している状況であった
【図７】。しかし、定員数引下げを既に実施したとした私⼤の約９割（238
校）は、令和６年度の定員充⾜率が依然90%未満となっている。

定員数引き下げの実施⼜は検討の理由は、⼊学者数の実態への対応という直
接的な要因に加え、私学助成や修学⽀援新制度といった制度への対応によるも
のも多い【図８】。
 ⼀⽅、定員数引き下げの課題については、将来の⼊学者数の⾒積もりや教員
の整理といった課題のほか、「定員削減後、定員を戻す際のハードルが⾼い」
という規制的課題を挙げる意⾒も多い【図９】。

（２）統合
 経営統合にどのような課題があるかを尋ねたところ、相⼿先の選定やノウハ
ウ不⾜を挙げる意⾒が多かった。また、定員未充⾜の私⼤等を受⼊れる場合、
設置認可や私学助成といった制度における障壁を挙げる意⾒も多かった【図
10】。
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（10）私⽴⼤学等経常費補助⾦（定員割れ私⽴⼤学の経営改善の取組等）

②調査の視点

（１）定員縮⼩
各私⼤において定員数の引下げに

関する検討は⾏われているか。また、
定員数の引下げが進んでいない原因
は何か。

（２）統合
我が国の学⽣当たり⼤学数は主要

先進国と⽐較して最も多くなってお
り【図６】、各私⼤内での経営改善
を進めるのみならず、私⼤の統合・
撤退を通じた⼤学全体の規模の適正
化を進める必要があるが、各私⼤に
おいて統合という経営判断を⾏う際
の課題は何か。

3/4総括調査票

【図７】定員割れ私⼤における定員数引下げ
の実施・検討状況（n=498）

【図８】定員数引下げを実施・検討した理
由（n=392） ※複数回答可
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※複数回答可

626 599 517
267 258

0
200
400
600
800

適
切
な
経
営
統
合
先
の
探

索
・
選
定

経
営
統
合
に
向
け
た
プ
ロ

セ
ス
の
検
討
︑
ノ
ウ
ハ
ウ

の
不
⾜

経
営
統
合
後
の
独
⾃
性
の

確
保

定
員
未
充
⾜
⼤
学
等
を
統

合
す
る
場
合
の
設
置
認
可

審
査
の
ハ
ー
ド
ル

定
員
未
充
⾜
⼤
学
等
を
統

合
す
る
場
合
の
私
学
助
成

上
の
デ
メ
リ
ッ
ト
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③調査結果及びその分析

令和５年度の卒業者について、関係学部における薬剤師国家試験・⼀級建築⼠試験の
合格率や、正規雇⽤労働者の割合（進学者は除外）について、私学助成の「教育の質に
係る客観的指標」の評価による増減率との相関は⾒られなかった【図11〜図13】。「教
育の質に係る客観的指標」における評価は卒業時点の成果と⼀致せず、実質的な教育の
質を反映できていない可能性がある。
 現⾏の認証評価制度について、私⼤の認識を尋ねたところ、「定性的・法令準拠の項
⽬が多く教育の質を部分的にしか評価できていない」、「受審のための⾦銭的・⼈的コ
ストが多⼤な⼀⽅で、ほとんど全校が適合と評価されるため、学⽣や産業界へのアピー
ルとしては活⽤できておらず費⽤対効果が⼩さい」といった課題も多く挙げられた（⾃
由記述形式）。

認証評価機関へのアンケートからは、教育の質については、適切な成績評価を⾏って
いるか、内部質保証の体制が機能しているかといった観点から評価しており（※）、絶
対的な教育の質や学⽣の伸びを実質的に評価する仕組みとはなっていない現状が明らか
になった。

また、評価者には、同種の他⼤学（例︓⼩規模私⼤であれば他の⼩規模私⼤）の教員
を選定している場合が⼤宗を占めており、純粋な客観的評価となっているか疑問である。
（※）⽇本⾼等教育評価機構（最も多くの私⼤の評価を実施）の評価基準例
 シラバスに授業計画及び成績評価基準が⽰されているか
 各私⼤が独⾃に定める指標（就職状況や学⽣の満⾜度調査等）に基づいて学修成果の

⾃⼰点検を⾏っているか
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（10）私⽴⼤学等経常費補助⾦（定員割れ私⽴⼤学の経営改善の取組等）
②調査の視点

私学助成は「教育の質に
係る客観的指標」に応じて
交付額を増減させる仕組み
を設けてはいるが、各私⼤
等のガバナンスや質保証体
制等を定性的に評価するに
とどまっており（※）、実
質的な教育の質を反映する
ことができていないのでは
ないか。

また、⼤学の教育研究等
の状況を評価する認証評価
制度について、教育の質を
評価するものとなっている
か。私⼤や認証評価機関の
認識はどうか。

（※）指標の例
 ガバナンスコードの遵守
 教員の教育⾯における評

価制度の整備
 準備学修に必要な時間等

のシラバスへの明記
 学⽣の学修時間・学修⾏

動の把握

④今後の改善点・検討の⽅向性

認証評価制度について、⼤学関係者にと
どまらない客観的な視点を取り⼊れ、以下
のような抜本的な⾒直しを⾏った上で、評
価結果に基づいて私学助成の配分のメリハ
リを強化すべきである。
・教育の質について、①⾼等教育にふさわ
しい教育を⾏っているか（教育の質の絶対
基準）、②学⽣の学問的成⻑に寄与してい
るか（学⽣への付加価値基準）、③社会で
求められる⼈材を育成しているか（教育分
野・地域性基準）等の観点から評価するな
ど、評価⽅法を⾒直す
・数段階に分けて評価を⾏い、⼤学間で評
価結果に差が出るようにする

加えて、複数年にわたって低い評価とな
る⼤学には、学⽣の学びの継続に配慮しつ
つ、業務改善を促した上で、定員減・統廃
合・撤退に向けた⾏政的な⼿続の整備を⾏
うべきである。

4/4総括調査票

４．教育の質の評価 ４．教育の質の評価４．教育の質の評価
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【図11】薬剤師国家試験の合格率と私
学助成の増減率（n=44）
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【図12】⼀級建築⼠試験の合格率と私
学助成の増減率（n=18）

減額 増額
【図13】卒業者に占める正規雇⽤労働者の割

合と私学助成の増減率（n=571）
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増減率は⾼いが、
合格率は低い

増減率は低いが、
合格率は⾼い


